
 

 

 
設立認証申請から登記完了の届出までの流れ 

（１週間未満） 

申 請 者 

②インターネッ

トの利用（公報

への掲載でも

可）により公表 

③認証・不認証の決定 

④設立登記（主たる

事務所の所在地での

登記）＝法人成立 

 

⑤従たる事務所の所在

地での登記 

 

⑥所轄庁での 

閲覧・謄写 

所 轄 庁 

⑴提出 

（申請） 

⑵通知 

⑶提出 

（届出） 

２
カ
月
以
内 

軽微な補正 

（２週間以内） 

（２週間以内） 

市 民 

①認証申請書類の

提出（提出書類は

P15参照） 

 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿（役員の住

所又は居所に係る記

載の部分を除いたも

の） 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

 

閲覧書類 

・定款 

・役員名簿（役員の住

所又は居所に係る記

載の部分を除いたも

の） 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立の時の財産目録 

・認証に関する書類の

写し 

・登記に関する書類の

写し 

縦
覧
期
間
２
週
間 



 

○ 設立認証申請時に提出する書類 

No. 提出書類のリスト 提出部数 

１ 設立認証申請書 １ 

２ 定款 ２ 

３ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） ２ 

４ 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本※ １ 

５ 役員の住所又は居所を証する書面（住民票抄本等） １ 

６ 社員名簿（社員のうち10人以上の者の氏名及び居所を記載した書面） １ 

７ 確認書 １ 

８ 設立趣旨書 ２ 

９ 設立総会議事録の謄本※ １ 

10 設立当初の事業年度の事業計画書 １ 

11 翌事業年度の事業計画書 １ 

12 設立当初の事業年度の活動予算書 １ 

13 翌事業年度の活動予算書 １ 

※謄本…原本の写しに、原本と相違ない旨の設立代表者の証明を付したもの。 

 

○上記の提出書類に補正が必要な場合の提出書類 

・軽微なもの、申請書の受理日から1週間未満のものに限ります。 

No. 提出書類のリスト 提出部数 

１ 補正書 １ 

２ ※補正後の定款 ２ 

３ ※補正後の役員名簿 ２ 

４ ※補正後の設立趣旨書 ２ 

５ ※補正後の設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ２ 

６ ※補正後の設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ２ 

※２～６の書類については、内容の補正がある場合に提出してください。 

 

○ 設立登記完了後に提出する書類 

No. 提出書類のリスト 提出部数 

１ 設立登記完了届出書 １ 

２ 登記事項証明書（現在事項全部証明書） ２ 

３ 設立時の財産目録 １ 


